
窓 口
業務時間

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
　
　
　

    

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

K'BIX 

元
気
21
ま
え
ば
し
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー    

10
時
〜
19
時

く
ら
し
の
情
報
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お
知
ら
せ

危
険
物
は
正
し
く
扱
っ
て
事
故
防
止

　

６
月
６
日
㈰
か
ら
12
日
㈯
ま
で
は
危

険
物
安
全
週
間
。「
事
故
ゼ
ロ
へ　
ト
ラ
イ

重
ね
る　
ワ
ン
チ
ー
ム
」
を
推
進
標
語
に
、

全
国
一
斉
に
実
施
し
ま
す
。
私
た
ち
の
身

の
回
り
に
は
、
取
り
扱
い
を
誤
る
と
火
災

な
ど
の
事
故
を
引
き
起
こ
す
危
険
物
が
あ

り
ま
す
。
正
し
い
取
り
扱
い
方
を
確
認
し
、

事
業
所
で
は
危
険
物
の
自
主
的
な
保
安
管

理
体
制
を
確
立
し
ま
し
ょ
う
。

問
予
防
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
４
５
０
９

献
血
に
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

　
市
民
献
血
を
実
施
し
ま
す
。

時
５
月
27
日
㈭
９
時
30
分
～
11
時
45
分
・

13
時
～
16
時

場
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー

都
市
計
画
決
定
と
縦
覧

　
力
丸
工
業
団
地
を
前
橋
都
市
計
画
下
水

道
の
区
域
に
加
え
る
都
市
計
画
が
決
定
。

関
係
図
書
を
縦
覧
し
ま
す
。

場
県
庁
下
水
環
境
課
、
市
水
道
局
下
水
道

整
備
課

問
下
水
道
整
備
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
３
０
６
５

赤
十
字
活
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
日
本
赤
十
字
社
が
実
施
す
る
地
域
医
療

事
業
や
医
療
機
関
へ
の
血
液
提
供
、
国
内

外
の
災
害
救
援
活
動
は
寄
付
な
ど
で
寄
せ

ら
れ
た
赤
十
字
活

動
資
金
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
７
月
末
ま
で

赤
十
字
会
員
増
強

運
動
と
し
て
、
自

治
会
役
員
が
資
金

協
力
の
お
願
い
で

各
家
庭
を
訪
問
し

ま
す
。
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

活
動
資
金
の
使
い
道
は
動
画
で
も

確
認
で
き
ま
す
。

問
生
活
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
３
７

店
舗
の
入
居
者
を
募
集

　

ベ
イ
シ
ア
文
化
ホ
ー
ル
西
側
に
あ
る
、

日
吉
町
改
良
住
宅
団
地
１
階
店
舗
の
入
居

者
を
募
集
。
条
件
や
選
考
方
法
な
ど
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

入
居
許
可
日
＝
７
月
１
日
㈭

公
募
要
領
の
配
布
・
申
し
込
み
＝
５
月
11

日
㈫
～
28
日
㈮
に
市
役
所
県
住
宅
供
給
公

社
前
橋
支
所
へ
直
接

問
同
所

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
６

成
人
祝
は
来
年
１
月
９
日
開
催

　
来
年
１
月
９
日
㈰
に
、
20
歳
の
門
出
を

祝
う
成
人
祝
を
ヤ
マ
ダ
グ
リ
ー
ン
ド
ー
ム

前
橋
で
開
催
し
ま
す
。
対
象
者
に
は
10
月

下
旬
に
案
内
状
を
発
送
。
本
市
出
身
で
、

進
学
や
就
職
で
市
外
へ
転
出
し
て
い
る
人

も
参
加
で
き
ま
す
。
10
月
以
降
に
青
少
年

課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

対
市
内
在
住
で
、
平
成
13
年
４
月
２
日
～

平
成
14
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人

問
同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
７
２

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
支
援

　
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
支
援
を 

実
施
。
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
と
は
、
選
択
し 

た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
で
チ 

ャ
ー
ジ
や
買
い
物
を
す
る
と
、
利
用
金
額

に
対
し
25
％
（
上
限
５
，
０
０
０
円
）
分

の
ポ
イ
ン
ト
が
付
与
さ
れ
る
も
の
で
す
。

申
し
込
み
は
９
月
末
日
ま
で
で
、
４
月
末

ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し

た
人
が
対
象
で
す
。
支
援
日
程
な
ど
の
最

新
情
報
は
本
市
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト

特
設
ペ 

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

場
・
時
〈
市
役
所
１
階
特
設
窓
口
、
大
胡
・

宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支
所
〉
平
日
９
時

～
17
時
〈
け
や
き
ウ
ォ
ー
ク
前
橋
（
文
京

町
二
丁
目
）〉
土
日
曜
・
祝
日
、
10
時
～

18
時

持
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ 

ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
４
桁
、
使
用
す
る

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
登
録

情
報
な
ど

問
未
来
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
１
３

介
護
保
険
利
用
状
況
を
お
知
ら
せ

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
、
介

護
保
険
給
付
費
の
お
知
ら
せ
を
５
月
下

旬
に
郵
送
。
今
回
の
通
知
に
は
、
昨
年
12

月
か
ら
３
月
ま
で
の
利
用
分
を
記
載
し
て

い
ま
す
。
利
用
し
た

サ
ー
ビ
ス
に
間
違
い

が
な
い
か
確

認
し
て
く
だ

さ
い
。

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐ 

３
１
２
９

問
県
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
２
４
‐
２
１
０
２

証
明
書
交
付
サ
ー
ビ
ス
が
停
止

　
５
月
15
日
㈯
・
16
日
㈰
は
機
器
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
な
ど
の
た
め
、K'BIX

元
気
21
ま

え
ば
し
内
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
を
臨

時
休
業
し
ま
す
。

●
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
も
停
止

　
右
記
の
日
程
に
加
え
て
、
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
は
５
月
13
日
㈭
も
停
止
し
ま

す
。
詳
し
く
は
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
２
７
９

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
市

民
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
１
４

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て

　
５
月
は
消
費
者
月
間
。「
消
費
で
築
く
新

し
い
日
常
」
を
テ
ー
マ
に
、
変
化
す
る
社

会
に
適
応
で
き
る
き
っ
か
け
づ
く
り
を
目

指
し
ま
す
。

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費
生
活

相
談
を
実
施
。
契
約
や
商
品
購
入
で
の
ト

ラ
ブ
ル
、
疑
問
解
決
の
た
め
の
お
手
伝
い

を
し
ま
す
。
債
務
整
理
の
相
談
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
賢
い
消
費
者
に
な

る
た
め
の
消
費
者
講
座
や
く
ら
し
の
セ
ミ

ナ
ー
、
悪
質
商
法
へ
の
対
処
法
を
学
べ
る

出
前
講
座
も
実
施
し
て
い
ま
す
。

●
悪
質
商
法
に
注
意
し
て

　
ハ
ガ
キ
や
Ｓ
Ｍ
Ｓ
な
ど
を
使
っ
て
根
拠

の
な
い
請
求
内
容
を
送
り
つ
け
る
、
実
在

す
る
法
律
事
務
所
や
企
業
を
か
た
る
架
空

請
求
な
ど
の
相
談
が
増
加
。
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
０
‐
１
７
５
５

赤
城
山
の
達
人
を
目
指
し
て

　
赤
城
山
検
定
を
実
施
。
３
級
合
格
で
赤

城
山
直
通
バ
ス
で
の
ガ
イ
ド
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
はAkagi-Trip

ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

時
〈
３
級
〉
６
月
12
日
㈯
〈
１
級
・
２
級
〉

10
月
２
日
㈯
、
10
時
～
11
時
30
分

場
中
央
公
民
館

￥
各
３
，
０
０
０

円申
３
級
は
６
月
８

日
㈫
、
１
級
・
２

級
は
９
月
28
日
㈫

ま
で
に
赤
城
自
然

塾☎
０
２
７
‐
２ 

１
２
‐
２
６
１
１

へ

国
保
税
の
軽
減
判
定
基
準
が
変
更

　
地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
国

保
税
の
均
等
割
額
と
平
等
割
額
の
軽
減
判

定
基
準
が
右
表
の
と
お
り
変
更
に
。
税
率

と
課
税
限
度
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
年
度
分
の
国
保
税
の
納
税
通
知
書
は

７
月
中
旬
に
郵
送
。
口
座
振
替
を
希
望
す

る
人
は
、
６
月
30
日
㈬
ま
で
に
金
融
機
関

や
郵
便
局
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
０

ようこそ
市長室へ

HP

　コロナ禍において、東京から移り住む方が増えて
います。お話をすると「前橋は住みやすい。自然が
豊かで、医療や福祉が充実している。そして何より
も災害が少なくて安心だ」と喜んでくださっています。
　でも、災害だけは絶対に無いとは言い切れません。
先日、新たに着任された前橋地方気象台長さんと携
帯番号を交換しました。緊急時は、お互いにすぐさ
ま意見交換し、躊

ちゅう
躇
ちょ
なく市民へ状況伝達し、救援

体制の確保に取り掛かります。
　災害が起きても安心な前橋は、市民の絆と準備
の積み重ねによってしか実現できないのです。立ち
止まってはいられません。さあ、行動だ。

市長コラム
Mayor's  Column

軽減判定基準

軽減割合 前年の所得※１が下記の金額以下の世帯

改
正
前

7割軽減 33万円

5割軽減 33万円＋28万5,000円×被保険者数※２

2割軽減 33万円＋52万円×被保険者数※２

改
正
後

7割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数※３－１）

5割軽減 43万円＋28万5,000円×被保険者数※２＋10万円×（給与所得者等の数※３－１）

2割軽減 43万円＋52万円×被保険者数※２＋10万円×（給与所得者等の数※３－１）
※１　世帯主、被保険者と特定同一世帯所属者（国保被保険者から後期被保険者に移行した
者）全員の前年所得の合計
※２　国保被保険者と特定同一世帯所属者
※３　世帯主、被保険者と特定同一世帯所属者のうち、給与収入55万円超、65歳未満で年金
受給額60万円超か65歳以上で年金受給額125万円超の者


